
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための当会業務の縮小・変更について 

 

 令和２年４月１６日、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う政府の「緊急事

態宣言」が全国に拡大されたことを受け、令和２年４月２１日から５月６日まで、

下記のとおり、福島県弁護士会の業務を縮小・変更し、一般の方の福島県弁護士会

館への入館をお断りしております。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 なお、この内容は、具体的状況に応じて、適宜変更される場合がありますので、

当会ホームページでご確認ください。 

 

記 

 

（１）当番弁護士・国選弁護 

   当番弁護士及び付添人の派遣は、継続します。また、国選事件対応業務もこ

れまでどおり行います。 

 

（２）各種文書の受付について 

   会館での文書の収受は行いません。当会に文書を提出される際には、郵送に

よる方法でお願いいたします。 

 

（３）市民向け各種窓口等について 

   市民窓口、紛争解決センター（ＡＤＲ）、住宅紛争審査会等、市民の方向けの

各種窓口は、当面の間、対応を休止させていただきます。 

   子ども相談窓口はこれまでどおり受付を行います。 

 

（４）法律相談事業について 

   各法律相談事業については、休止・実施方法変更等の対応を採らせていただ

いております。詳しくは、各法律相談センターにお問い合わせください。 

 

    福島法律相談センター   ０２４-５３６-２７１０ 

郡山法律相談センター   ０２４-９３６-４５１５ 

いわき法律相談センター  ０２４６-２２-１３２０ 

会津若松法律相談センター ０２４２-２７-０２６４ 

白河法律相談センター   ０２４８-２２-３３８１ 



 

相馬法律相談センター   ０２４４-３６-４７８９ 

なお、４月２０日から日本弁護士連合会にて全国統一ダイヤル（０５７０-０

７３-５６７ 平日正午～午後２時）及びオンライン（２４時間申込可）で新型

コロナウイルス法律相談の受付が開始されています。 

  新型コロナウイルス対応関連情報（日本弁護士連合会ホームページ）  

以上 

 

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

